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新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果と 

スタンダート市場基準充足への取り組みについてのお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 4 月 4 日より適用される市場区分について「スタンダ

ード市場」を選択し、東京証券取引所に対して申請することを決議いたしましたので、下記のとおりお

知らせいたします。 

 

記 

 

１．新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果 

当社は、2021 年 7 月 9 日に東京証券取引所より、新市場区分における上場維持基準への適合状況に

関する一次判定の結果、「株主数」、「流通株式数」、「流通株式比率」の各項目はスタンダード市場の上

場維持基準を充たしておりますが、「流通株式時価総額」について当該基準を満たしていない旨の通知

を受けました。 

 

・株主数      適 合 

・流通株式数    適 合 

・流通株式時価総額 不適合 

・流通株式比率   適 合 

 

上場会社が選択先の市場区分の上場維持基準に適合していない場合は、「上場維持基準の適合に向け

た計画書」を提出･開示することで、経過措置を受けることができます。そこで当社は本日開催の取締

役会において、経過措置の適用を受けながら計画書に沿った経営･事業を進め、できる限り早い時期に

スタンダード市場の上場維持基準への適合を目指すことを決議いたしました。 

 

 



 

 

２．スタンダード市場上場維持基準充足に向けた取組み 

スタンダード市場の上場維持基準充足に向けた具体的な計画･取組みにつきましては、2021 年 12 月

までに東京証券取引所への提出･開示を予定している「上場維持基準の適合に向けた計画書」を通じて

お知らせする予定です。 

 

以 上 


